
別添３ 

平成２８年度補正予算により実施する事業 

 

第１ 事業の内容 

 １ 平成 28年度補正予算により実施する場合にあっては、通常枠のほか、中山間地 

  域の農業所得向上へのインフラ整備等を加速するための中山間地域優先枠及び輸 

    出の安定的な拡大に資する生産余力を創出するための輸出拡大優先枠を設けるも 

    のとする。 

 ２ 事業のメニュー、取組内容及び要件は別表１（別添３）のとおりとし、中山間 

   地域優先枠及び輸出拡大優先枠に該当する取組については、予算の範囲内で優先 

    的に事業を実施することができるものとする。 

 ３  知事は、中心的な経営体等が行う実施要領第３の１の施設等の整備及び同２の 

    畜導入の取組に対し、これに要する経費の一部の助成を行うことができるものと 

  する。 

    この場合における実施要領の技術的読替えは別表２（別添３）のとおりとし、 

  実施要領第９の１の（７）の規定及び実施要領第９の６の規定は、適用しない。 

 

第２ 中山間地域優先枠における特例 

 １ 第１の１の中山間地域優先枠の対象となる施設整備等は、次に掲げる中山間地 

  域等において行われるものとする。 

  ア 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する 

   法律（平成５年法律第 72号）第２条第４項の規定に基づき公示された特定農山 

   村地域 

    イ  山村振興法（昭和 40年法律第 64号）第７条第１項の規定に基づき指定され 

      た振興山村 

    ウ  過疎地域自立促進特別措置法（平成 12年法律第 15号）第２条第２項の規定  

     に基づき公示された過疎地域（同法第 33条第１項又は第２項の規定により過疎 

   地域とみなされる区域を含む。） 

    エ  半島振興法（昭和 60年法律第 63号）第２条第１項の規定に基づき指定され  

     た半島振興対策実施地域 

    オ  離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第２条第１項の規定に基づき指定され 

   た離島振興対策実施地域 

   カ 沖縄振興特別措置法（平成 14年法律第 14号）第３条第１号に規定する沖縄 

   キ  奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第１条に規定する奄 

   美群島 

    ク  小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44年法律第 79号）第４条第１項に規 

      定する小笠原諸島 

    ケ  豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に基づき指 

      定された特別豪雪地帯 



 ２ 中山間地域優先枠の取組に係る、事業実施計画は、市町村を経由して知事に提 

   出するものとする。 

 ３ 実施要領第３の１の施設等の整備に当たっては、 同第８の９の特認事業費を補 

  助対象の上限とすることができるものとする。 

      また、この場合において、実施要領別表１の施設等の整備の（１）家畜飼養管 

   理施設の補助対象基準の欄の 「市町村計画で示された目標頭数規模又は本事業を 

    実施する地域における平均飼養規模以上の経営規模になること。」とあるのは、 

  「本事業を実施する地域における規模拡大率（飼養規模の平均増加率）以上に経 

   営規模を拡大すること。」と、同（２）家畜排せつ物処理施設の補助対象基準の 

   欄の「市町村計画で示された目標頭数規模又は本事業を実施する地域における平 

   均飼養規模以上に規模を拡大する施設等の整備」とあるのは、「本事業を実施す 

   る地域における飼養規模の平均増加率以上に経営規模を拡大する施設等の整備」 

   と、それぞれ読み替えるものとする。  

 

 

別表１（別添３） 

事業メニュー 取組内容 要件 

通常枠  実施要領第３に準ずるものと

する。 

 実施要領第６及び第７に準ずるも

のとする。 

 

 実施要領第３の１の施設等の

整備が中山間地域等において進

めるべき取組に必要な施設の整

備であって、以下の（１）又は

（２）のいずれかの取組に該当

するものとする。 

 実施要領第６及び第５に準ずるほ

か、次の要件を満たすものとする。 

 

(1)個別経営が行う施設整備 

 

 

 

 総事業費が６千万円以下のもので

あって、以下のアからオまでのいず

れかの取組みを行うこと。 

ア 中山間地域等において、放牧に

 継続的に取り組むこと。 

イ 中山間地域等に存する傾斜地や

 耕作放棄地を活用した飼料生産を

 行うもの、又はこれらの土地で生

 産された飼料を継続的に利用する

 こと。 

ウ 中山間地域等の耕種農家への堆

 肥の供給、中山間地域等の耕種農

 家から飼料用米、稲わら等の受入



 等、耕畜連携の取組を行うこと。 

エ 自らが生産する畜産物の高付加

 価値化に取り組むこと。 

オ ほ育・育成、繁殖、飼料生産等

 の作業の外部化を行うこと。 

 

 

（２）共同利用する拠点の施設

整備 

 総事業費が２億円以下のものであ

って、以下のいずれかに該当するも

の。 

ア ほ育・育成を専業的に行う外部

 支援組織（キャトルステーション、

 育成牧場等）、分娩管理を専業的

 に行う外部支援組織（キャトルブ

 リーディングステーション、繁殖

 センター等）等の施設整備の取組

 であって、当該施設の利用者の過

 半が当該施設を整備する中山間地

 域等に存すること。 

イ 飼料生産を専業的に行う外部支

 援組織（ＴＭＲセンター、コント

 ラクター等）が行う自給飼料関連

 施設の整備であって、当該施設で

 取り扱う飼料の過半が当該施設を

 整備する中山間地域等で生産され

 ること。 

 

輸出拡大優先枠  実施要領第３に準ずるものと

する。 

 実施要領第６及び第５に準ずるほ

か、次の（１）から（３）全ての要

件を満たすものとする。 

（１）畜産クラスター協議会の構成

  員が生産する畜産物（当該畜産

  物の加工品等を含む。以下同 

  じ。））の輸出に取り組む事業

  者が、畜産クラスター協議会の

  構成員として参画していること 

  （注）「輸出に取り組む事業者」

    とは、畜産物（牛肉、豚肉、

    鶏肉、鶏卵、牛乳及びその



    加工品）に係る輸出実績を

    有する、又は、その体制、 

    事業内容から継続的に輸出

    が行われると見込まれる企

    業、農業者が組織する団体、

    生産者等であって、事業実

    施から５年間は、畜産クラ 

    スター協議会の畜産物の生

    産に対して、輸出事業者の

    観点から助言を行うことが

    できる者をいう。 

（２）畜産物の安定的な輸出を確保

  するための生産余力を創出する

  ため、輸出計画を踏まえた生産

  拡大計画を有すること 

  （注１）「輸出計画」とは、輸

     出に取り組む事業者が策

     定する輸出の相手国、数

     量等、輸出に向けた将来

     の目標が記載された任意

     の計画であって、畜産ク 

     ラスター協議会と共有さ

     れている計画をいう。 

  （注２）「生産拡大計画」とは、

     輸出計画を踏まえて、畜

     産物の安定的な輸出の確

     保に資するための「生産

     数量の拡大」、「輸出条

     件にあった生産方法の確 

     保」について記載された

     計画をいう。なお、畜産

     クラスター計画の行動計

     画への記載をもって代え

     ることができるものとす

     る。 

（３）生産する畜産物の輸出にあた

  って、日本畜産物輸出促進協議

  会が推奨する畜種別統一ロゴマ

  ーク等を活用する計画を有する



  こと 

  （注）「輸出計画」に、日本畜

    産物輸出促進協議会がス称

    する畜種別統一ロゴマーク

    等を活用する計画が記載さ

    れていること。 

 

別表２（別添３） 

読替える規定 現行の実施要領 技術的読替え 

実施要領第９の３  実施要綱第５の４の知事が別

に定める事業実施計画の重要な

変更は、次に掲げるものとする。

なお、これらの事項について変更

等をしようとするときは、第９の

１の（１）から（７）までに準ず

る。 

 実施要綱第５の４の知事が別

に定める事業実施計画の重要な

変更は、次に掲げるものとする。

なお、これらの事項について変更

等をしようとするときは、第９の

１の（１）から（４）までに準ず

る。 

実施要領第５の（３）  知事は、事業実施主体から（１）

の交付決定前着工届の提出があ

った場合は、 関東農政局長等及

び基金管理団体にその写しを提

出するものとする。 

 知事は、事業実施主体から（１）

の交付決定前着工届の提出があ

った場合は、 関東農政局長等に

その写しを提出するものとする。 

 


